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国民健康保険税の税率
問 税務課 市民税係（℡64-1511）

国民年金保険料免除の受け付けが７月から始まります
問 健康づくり課 国保年金係（℡64-1529）,大牟田年金事務所（℡52-5294）

国
民
年
金
の
長
い
加
入
期
間
中
に
は
、
病
気
や

ケ
ガ
、
失
業
な
ど
の
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
と
き
に
は「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得
が一
定

額
以
下
の
場
合
、
申
請
後
に
承
認
さ
れ
る
と
保

険
料
の
納
付
が
免
除
に
な
り
ま
す
。
免
除
さ
れ
る

額
は
、
全
額
、
4
分
の
3
、
半
額
、
4
分
の
1

の
4
種
類
が
あ
り
ま
す
。

※
20
歳
か
ら
50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
・
配
偶

者
の
前
年
所
得
が一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

■
免
除
期
間
と
受
付
期
間

7
月
か
ら
来
年
6
月
ま
で

※
7
月
1
日
㈭
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

※
申
請
時
点
か
ら
原
則
2
年
1
か
月
前
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す（
学
生
納
付
特
例
も
同

様
で
す
）。

■
受
付
場
所

▽
健
康
づ
く
り
課 

国
保
年
金
係

▽
山
川
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

▽
高
田
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

▽
大
牟
田
年
金
事
務
所

■
持
っ
て
く
る
も
の

年
金
手
帳
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
離
職
票
な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
、
代
理
人
の
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
や
委
任
状
が
必
要
で
す
。

区分
保険料
（月額）

受け取る年金額
の割合

免除なし
（通常納付）

16,610 円 全額

4分の 1免除
（4分の 3納付）

12,460 円 8分の 7

半額免除
（2分の 1納付）

8,310 円 8分の 6

4分の 3免除
（4分の 1納付）

4,150 円 8分の 5

全額免除 0円 2分の 1

納付猶予 0円
追納により
反映

ご
注
意
く
だ
さ
い

①
免
除
承
認
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め

の
資
格
期
間
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
障
が
い
や
死
亡

と
いっ
た
不
慮
の
事
態
が
起
き
た
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
も
反
映

さ
れ
ま
す
が
、
免
除
な
ど
の
申
請
が
遅
れ
る
と
、
そ
れ
ら

の
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
承
認
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
10
年
以
内
に
追
納
し

な
い
と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
は
減
額
さ
れ

ま
す
。
一
部
免
除
は
、
免
除
後
の
保
険
料
を
納
付
し
な
い

と
未
納
扱
い
と
な
り
ま
す
。

②
失
業
者
は
離
職
票
・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど

の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
で
、
ま
た
、
天
災
に
よ
り
被

災
し
住
宅
・
家
財
そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
お
お
む
ね
2

分
の
1
以
上
損
害
を
受
け
た
人
は
、
り
災
証
明
な
ど
を

添
付
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
に『
所
得
な
し
』と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
所
得
の
審
査
対
象
者
が
市
県
民
税
未
申
告
の
場
合
、

審
査
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
速
や
か
に
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

③
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
全

額
免
除
、
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
人（
離
職
や
天
災

が
理
由
の
場
合
は
対
象
外
）に
限
り
、
申
請
時
に
希
望
す

る
こ
と
で
、
翌
年
度
以
降
は
改
め
て
申
請
を
行
わ
な
く

て
も
、
継
続
し
て
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
自
動
的
に

審
査
に
か
か
る「
継
続
申
請
」が
で
き
ま
す
。

④
学
生
の
場
合
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■令和 3 年度の保険料納付額

8月から国民健康保険証が新しくなります
問 健康づくり課 国保年金係（℡64-1529）

　
８
月
か
ら
使
用
す
る
国
民
健
康
保
険

証
（
桃
色
）
を
、
７
月
下
旬
に
簡
易
書

留
で
送
付
し
ま
す
。
届
か
な
い
場
合
、
8

月
1
日
ま
で
は
大
牟
田
郵
便
局
（
電
話

0
5
7
0・9
4
3・6
6
0
）、
８
月
2

日
か
ら
は
国
保
年
金
係
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。
現
在
使
っ
て
い
る
保
険
証（
薄
緑
色
）

は
、
８
月
以
降
に
各
自
で
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。
裏
面
は
臓
器
提
供
の
意
思
表
示
欄

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
各
種
認
定
証
も
新
し
く
】

　

認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

ま
で
で
す
。
現
在
、
８
月
か
ら
使
用

す
る
認
定
証
の
更
新
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
引
き
続
き
必
要
な
人
は
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
認
定
証　
▼
限
度
額
適
用

認
定
証
▼
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
▼
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

■
申
請
場
所　
健
康
づ
く
り
課 

国
保
年

金
係
、
各
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

■
必
要
書
類　
▼
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
▼
世
帯
主
の
印
鑑
▼
世
帯
主
と
対
象

者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
▼
来

庁
者
の
本
人
確
認
書
類
▼
現
在
お
持
ち
の

各
種
認
定
証
▼
長
期
入
院
の
人
は
過
去
１

年
間
の
う
ち
91
日
以
上
の
入
院
日
数
を
証

明
で
き
る
も
の
（
領
収
書
な
ど
）

※
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ
る
場

合
、
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
70
歳
以
上
で
、
所
得
区
分
が
「
一

般
」、「
現
役
並
み
Ⅲ
」
の
人
は
申
請

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
を
し

た
時
に
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
加
入
者
の
み
な
さ
ん
の
国
民
健
康
保

険
税
と
国
、
県
、
市
の
公
費
な
ど
で
運
営

す
る
相
互
扶
助
の
制
度
で
す
。
平
成
30
年

度
か
ら
、
県
全
体
の
保
険
給
付
費
等
を
賄

う
た
め
に
必
要
な
額
を
県
内
市
町
村
で
分

か
ち
合
う
制
度
と
し
て
、
県
と
市
町
村
国

民
健
康
保
険
の
共
同
運
営
が
始
ま
り
、
各

市
町
村
の
被
保
険
者
数
や
所
得
水
準
、
医

療
費
水
準
に
応
じ
た
額
を
市
町
村
が
県
に

納
付
す
る
国
保
事
業
費
納
付
金
（
以
下
、

納
付
金
）
と
国
、
県
の
公
費
で
運
営
し
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
み
や
ま
市
は

令
和
２
年
度
か
ら
県
が
市
町
村
ご
と
に
示

し
た
標
準
保
険
料
率
の
と
お
り
、
納
付
金

の
主
な
財
源
と
な
る
国
民
健
康
保
険
税
の

税
率
を
改
定
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
令
和

３
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
を
次

の
と
お
り
改
め
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
な
お
、
標
準
保
険
料
率
は
、
年
度

ご
と
に
算
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
今
後
、
み

や
ま
市
の
国
民
健
康
保
険
税
も
あ
わ
せ
て

改
定
す
る
予
定
で
す
。

【
普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）
の
納
期
】

　
7
月
か
ら
3
月
ま
で
の
毎
月
が
納
期
で

す
。
４
月
か
ら
３
月
ま
で
の
加
入
期
間
に

つ
い
て
、
最
大
9
回
に
分
割
し
て
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
納
付
期
数
や
期
別

納
付
額
は
、
加
入
者
の
異
動
に
よ
り
変
更

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

■令和 3 年度の税率・税額および課税限度額（かっこ内は昨年度の税率等）

所得割所得割 均等割均等割 平等割平等割 課税限度額課税限度額
加入者の前年中の課税加入者の前年中の課税
所得に対して乗じる率所得に対して乗じる率 加入者1人当たりの税額加入者1人当たりの税額 1世帯当たりの税額1世帯当たりの税額 算出税額の上限算出税額の上限

医療給付費分医療給付費分
7.61%7.61%
（8.63%）（8.63%）

27,545円27,545円
（31,098円）（31,098円）

29,236円29,236円
（33,306円）（33,306円）

630,000円630,000円
（630,000円）（630,000円）

後期高齢者支援金分後期高齢者支援金分
2.54%2.54%
（2.53%）（2.53%）

8,980円8,980円
（8,940円）（8,940円）

9,532円9,532円
（9,575円）（9,575円）

190,000円190,000円
（190,000円）（190,000円）

介護納付金分介護納付金分
2.50%2.50%
（2.16%）（2.16%）

11,202円11,202円
（9,819円）（9,819円）

8,830円8,830円
（7,687円）（7,687円）

170,000円170,000円
（170,000円）（170,000円）

■税額の軽減を受ける世帯の所得

軽減割合軽減割合 所得判定基準額所得判定基準額

7割軽減7割軽減 43万円以下43万円以下
5割軽減5割軽減 43万円+（28万5千円×被保険者数）以下43万円+（28万5千円×被保険者数）以下
２割軽減２割軽減 43万円+（52万円×被保険者数）以下43万円+（52万円×被保険者数）以下

※世帯主や被保険者に前年の給与収入が 55 万円を超える人や公的年金収入が
60 万円（65 歳以上の場合は 125 万円）を超える人が複数いる場合は左記の額
に 10 万円×（当該人数－１）を加算します。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人が、引き続き同一世帯に
所属している場合は被保険者数に含めます。
※未申告などの理由により所得が不明な人がいる世帯は軽減されません。
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